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１．趣旨 

文部科学省は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、

幼稚園及び幼保連携型認定こども園の教育課程の改善に資する実証的資料を得るため、特定

の学校を学校教育法施行規則第５５条（同規則第７９条、第７９条の６及び第１０８条の第

１項で準用する場合を含む。）、第８５条（同規則第１０８条の第２項で準用する場合を含む。）

及び第１３２条に基づく研究開発等を実施する学校（以下「研究開発学校」という。）に指定

し、あらかじめ現行の基準によらない教育課程の編成・実施を認めることにより、新しい教

育課程、指導方法等についての研究開発を行う。なお、幼稚園及び幼保連携型認定こども園

並びに特に必要があると文部科学省が認めた学校にあっては現行教育課程の基準によりこれ

を行う。 

 

２．委託内容 

研究開発学校において、文部科学省が定めた研究開発課題を踏まえて研究の主題を設定し、

研究開発を実施する。 

３．研究開発の委託先 

文部科学省は、研究開発学校の管理機関（公立の学校にあっては当該学校を設置する教育

委員会（幼保連携型認定こども園にあっては、当該地方公共団体の長）、国私立の学校にあっ

ては当該学校を設置する者又は設置しようとする者をいう。以下同じ。）に対して研究開発の

実施を委託する。 

 



４．研究開発の実施方法 

研究開発学校においては、研究の主題及び具体的な目標を設定し、研究開発の実施計画の

策定をした上で、学習指導要領の改善に資するための研究開発を行う。また、研究開発の成

果については具体的な評価を行う。 

 

５．委託期間 

契約を締結した日から契約期間満了日までとする。 

６．委託手続 

（１）委託を受けようとする管理機関は、消費税の納税義務者であるか確認できる書類を添

えて、研究開発の実施計画書を文部科学省に提出すること。なお、実施計画書の作成に

当たっては、教育研究開発企画評価会議等からの指導・助言事項を踏まえること。 

（２）文部科学省は、管理機関から提出された実施計画書の内容を確認し、適切であると認

めた場合、当該管理機関と委託契約を締結する。なお、必要に応じて当該計画の見直し

を求めることができる。 

７．委託費 

（１）文部科学省は、予算の範囲内で研究開発に要する経費（人件費、謝金、旅費、借損料、

消耗品費（図書購入費等）、会議費、通信運搬費、印刷製本費、雑役務費、消費税相当額、

一般管理費、再委託費）を委託費として支出する。 

（２）会議を開催した場合には、会議費等経理の支出証拠として議事録（出席者名簿等を記

入したもの）を保存すること。 

（３）研究開発の実施過程において、実施計画を変更する必要があるときは、速やかに文部

科学省に報告し、その指示を受けるものとする。但し、経費の内訳の変更による経費区

分間の流用で、経費区分間で増減する額が委託費の総額の２０％を超えない場合はこの

限りではない。 

（４）文部科学省は、委託を受けた管理機関が本実施委託要項等に違反したとき、契約の締

結に当たり不正な申立をしたとき、又は、研究開発学校の指定の解除が行われたときは

契約の全部又は一部を解除し、かつ既に支払った委託費の全部又は一部を返還させるこ

とができるものとする。 

８．再委託 

委託を受けた研究開発の全部を第三者に委託（以下「再委託」という。）することはできな

い。ただし、再委託することが研究開発を実施する上で合理的であると認められるものにつ

いては、一部を再委託することができる。 

 



９．報告書等 

（１）委託を受け、研究開発を行った管理機関は収支金額を確定のうえ、研究開発が完了し

た日若しくは研究開発学校の指定の解除が行われた日から１０日以内又は契約期間満了

日のいずれか早い日までに詳細に記載した事業完了報告書、事業完了決算書、支出を証

明できる領収書等の写し及び収支簿（原本証明をしたもの）を文部科学省に提出するこ

と。 

（２）成果物がある場合には、併せて提出すること。 

１０．委託費の額の確定 

（１）文部科学省は、上記９（１）により提出された事業完了報告書及び事業完了決算書に

ついてその内容を審査及び必要に応じて現地検査を行い、その内容が適正であると認め

たときは、委託費の額を確定し、管理機関に対して通知するものとする。 

（２）（１）の確定額は、研究開発に要した実支出額と委託金額のいずれか低い額とする。 

１１．その他 

（１）文部科学省は、管理機関による研究開発の実施が当該趣旨に反すると認められるとき

は、必要な是正処置を講ずるよう求めることができる。 

（２）文部科学省は、必要があると認めたときは、研究開発の実施状況、委託費の使途、そ

の他必要な事項について報告を求め、又は実地調査を行うことができる。 

（３）本実施委託要項に定めのない事項で研究開発の実施に必要な事項は、初等中等教育局

委託事業事務処理要領による。 

附 則（平成２２年３月２５日改正） 

研究開発学校のうち、平成２１年度に「英語教育改善のための調査研究事業委託要項」（平

成２１年１月２８日初等中等教育局長決定）に基づき指定を受け、平成２２年度及び平成２

３年度に研究開発学校として研究開発を実施する学校についての委託手続等については、同

要項によるものとする。 


